
 2026 年 2 月改訂 

西鎌倉住宅地自治会 総務部 

初年度会費は直接りそな 

銀行へ振込みが必要です。

ご注意下さい。 

必要書類：「預金口座振替変更・解約依頼書(複写 3 枚つづり)」 

必要書類：「預金口座振替依頼書(複写 3 枚つづり)」 

「預金口座振替変更・解約依頼書(複写 3 枚つづり)」 

自治会費と銀行手続きについて 

A) 『 世帯入会 』 

 

     金額      入会の時期により異なります。 

入会時期 合計 
内訳 

年会費 防犯カメラ設置分担金 

４月１日～９月３０日 4,000円 3,000円 1,000 円 

１０月１日～３月３１日 2,500円 1,500円 1,000 円 

振込先  りそな銀行 大船支店  普通預金  口座番号１２９５８０６ 

名義：ﾆｼｶﾏｸﾗｼﾞﾕｳﾀｸﾁｼﾞﾁｶｲ （西鎌倉住宅地自治会） 

＊振込依頼人名の前に必ず住所を入れて下さい（例：1-2-3 ﾆｼｶﾏ ﾀﾛｳ） 

＊振込手数料をご負担ください。 

 

＊入会２年目以降は自動振替（年払い 3,000 円、4 月末引落）となりますので、りそな銀行で 

自動振替手続きを併せて実施願います。『加入会員用手続き等書類袋』内の「預金口座振替依頼書

(複写 3 枚つづり)」をご利用ください。 

＊口座名義人と会員移動届の世帯主名はなるべく揃えていただきますようお願いします。 

    

B) 『 世帯退会  』 

 
＊「預金口座振替変更・解約依頼書」はご自身で自治会館またはりそな銀行にて取得してください。 

C) 『 会費振替口座変更 』 

 
    ＊「預金口座振替依頼書」および「預金口座振替変更・解約依頼書」はご自身で自治会館またはりそ

な銀行にて取得してください。 

●ご提出いただいた個人情報は、自治会活動の目的以外には使用いたしません。 

① 初年度会費の振込をする 

② りそな銀行で自動振替手続きをする 

③ 会員移動届、銀行から受領した「預金口座振替申込書」をブロック長に提出する 

① りそな銀行で振替停止手続きをする   

② 会員移動届、銀行から受領した「預金口座振替変更・解約届出書」をブロック長に提出する 

 

① りそな銀行で振替変更手続きをする 

② 会員移動届、銀行から受領した「預金口座振替変更・解約届出書」と「預金口座振替申込

書」をブロック長に提出する 

 

銀行口座は、自己の責任において 

厳重な管理をお願いいたします。 


